
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
一
号

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
経
済
企
画
庁
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
五
十
三
条

第
一
項
及
び
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
関
係
）

第
一
条
　
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
国
土
調
査
促
進

特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号
。
以
下
「
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
は
、
沖
縄
県
の
区
域
を
含
め
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な

す
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
の
施
行
後
直
ち
に
、
前
項
の
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
を
沖
縄
県
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
調
査
法
関
係
）

第
二
条
　
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
調
査
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
沖
縄
県
計
画
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
促
進
法
第
三
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
条
　
法
の
施
行
前
に
、
土
地
調
査
法
（
千
九
百
五
十
七
年
立
法
第
百
五
号
。
以
下
「
沖
縄
調
査
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
又
は
確
定
し
た
地
図
及
び
簿
冊
は
、
調
査
法
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
又
は
主
務

大
臣
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
地
籍
調
査
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
と
、
同
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
相
当

す
る
沖
縄
調
査
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
調
査
若
し
く
は
測
量
、
処
分
又
は
手
続
は
、

調
査
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
地
籍
調
査
に
係
る
調
査
若
し
く
は
測
量
、
処
分
又

は
手
続
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
法
の
施
行
前
に
、
沖
縄
調
査
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
調
査
地
域
内
に
設
置
さ
れ
た
沖
縄
の
測
量

法
（
千
九
百
六
十
二
年
立
法
第
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
恒
久
的
な
標
識
の
う
ち
地
籍
調
査

の
た
め
の
基
準
点
及
び
地
籍
図
根
点
又
は
沖
縄
調
査
法
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
地
籍
調
査
の

た
め
の
標
識
若
し
く
は
調
査
設
備
は
、
調
査
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
又
は
調
査
設
備
と
、
同
法
又

は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
相
当
す
る
沖
縄
の
測
量
法
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
は
、
調
査
法

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
地
籍
調
査
に
係
る
処
分
又
は
手
続
と
み
な
し
て
、
同
法
の

規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
条
　
法
の
施
行
の
際
沖
縄
調
査
法
の
規
定
に
よ
り
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
地
図
及
び
簿
冊
を
一
般
の
閲

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
並
び
に
当
該
地
図
及
び
簿
冊
に
測
量
若
し
く
は
調
査
上
の
誤
り
又
は
誤
差
が

あ
る
旨
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
立
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
な

お
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
行
政
主
席
」
と
あ
る
の
は
、
「
沖
縄

県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
沖
縄
県
知
事
は
、
法
の
施
行
後
す
み
や
か
に
、
法
の
施
行
前
に
確
定
し
た
地
図
及
び
簿
冊
を
主
務
大
臣
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
図
及
び
簿
冊
を
主
務
大
臣
に
送
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
図
及
び
簿

冊
の
写
し
を
作
成
し
て
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
地
図
及
び
簿
冊
の
写
し
は
、
調
査
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主

務
大
臣
か
ら
送
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
条
　
法
の
施
行
の
際
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
図

及
び
簿
冊
の
写
し
で
沖
縄
調
査
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

沖
縄
県
知
事
は
、
す
み
や
か
に
、
当
該
写
し
を
当
該
地
籍
調
査
に
係
る
土
地
の
登
記
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
登
記

所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
地
図
及
び
簿
冊
の
写
し
は
、
調
査
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務

大
臣
か
ら
送
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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